
原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置 

 
平成２５年３月１５日 

復 興 庁 

国 土 交 通 省 

 

○ 原発事故による母子避難者等を対象とする高速道路の無料措置について、以

下のとおり実施いたします。なお、実施内容、開始時期等の詳細につきましては、

改めて公表いたします。 

 

１．対 象 者 

原発事故発生時に福島県浜通り・中通り（原発事故による警戒区域等
※ 1

を除く）

及び宮城県丸森町に居住しており、当該地域の外に避難して二重生活を強いら

れている母子避難者等 

（※１）警戒区域、計画的避難区域、帰宅困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区

域に指定されている地域並びに緊急時避難準備区域に指定されていた地域(実施期間中

に警戒区域及び計画的避難区域の見直しが行われた場合においても、当面、対象となる避

難者の範囲は変更しません。)及び特定避難勧奨地点の設定を受けた地点 

２．対象走行 

避難元の最寄りインターチェンジと避難先の最寄りインターチェンジ間の走行  

３．申込方法等 

上記対象地域内の避難元市町村へ、住民票等の必要書類を提示し、無料措置

の対象者であることの証明書の交付を申請します。 

証明書の交付を受けた後、避難元の最寄りインターチェンジと避難先の最寄りイ

ンターチェンジとの間の走行に対し無料措置を適用します。 

ただし、出口料金所で確認用書面
※ ２

を提示する必要があります。 
（※２）出口料金所で提示が必要な書面 

入口料金所で受け取った通行券とあわせて、下記の書面の提示が必要となります。（原本

の提示が必要：コピー不可） 

①無料措置の対象者であることを証明する書面 

②本人を確認するための書面（運転免許証、パスポート、健康保険証等の公的機関が発

行するもの） 

４．実施期間 

対象者の特定業務に係る市町村との調整完了後、平成２５年度予算成立を目

途に開始（当面、平成２６年３月末まで） 

問い合わせ先：復興庁法制班 

阿部、続橋、鹿渡、河野  TEL 03-5545-7368（直通） 

          国土交通省道路局高速道路課（TEL 03-5253-8111（内線 38322）） 

課長補佐 鏡味
か が み

 裕二   TEL 03-5253-8500（直通） 



宮城県
丸森町

【対象となる市町村】
（福島県）
中通り ： 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町（※）、大玉村、

郡山市、須賀川市、田村市（※）、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、
浅川町、古殿町、三春町、小野町、白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、
棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村

浜通り ： 相馬市、南相馬市（※）、新地町、いわき市

（宮城県） 丸森町

対象となる母子避難者等の元の居住地

浜通り

浜通り

（※）警戒区域等以外の部分

中通り

：対象となる母子避難者等の元の居住地

：警戒区域等⇒対象範囲外
(警戒区域等からの避難者を対象とした無料措置が適用)

磐越自動車道
警戒区域等
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